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平成27年４月から、パートタイム労働法が変わります！ 

 

和歌山県でパート・アルバイトとして働く方々は増加傾向にあり、平成24年で9万8,600

人、男女別にみると、男性1万8,300人、女性8万200人となっています。 

パート・アルバイトの雇用者（役員を除く）に占める割合は、男女計で27.4％で全国で9

位、男性は9.7％で全国で29位、女性は47.0％で全国10位となっており、特に、女性のパ

ート・アルバイト比率が高くなっています。 

平成 27 年 4 月から、パートタイム労働法が改正されます。主な改正のポイントは下の枠

内のとおりです（詳細は添付資料参照）が、上記のとおり、多くの方々がパート労働者とし

て活躍されていることから、改正パート法に沿った雇用管理の改善が重要な課題となってい

ます。 
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平成27年３月27日（金） 

《パートタイム労働法の改正ポイント》 

（１）パートタイム労働者の公正な待遇の確保 

（２）雇入れ時の説明 

    パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置（例：賃金制度、教育訓練）

の内容を説明しなければならないこととなります。 
（３）相談のための体制整備 

    パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な相談体制を整備しなければな

らないこととなります。苦情を含めた相談に応じる「相談窓口」等を設置してください。 
（４）「相談窓口」の文書交付などによる明示 

    パートタイム労働者を雇い入れたときに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」に加

え、「相談窓口」を文書の交付などにより、明示しなければならないこととなります。 
 

和歌山県の男女別パート・アルバイトの推移 

資料出所：総務省「就業構造基本調査」 










